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第１ 審議の方法及び経過 

 本審議会は、弘前市協働によるまちづくり基本条例（以下「条例」という。）第３３

条の規定に基づき設置され、条例及び弘前市協働によるまちづくり推進審議会運営規

則の定めにより運営したところであります。審議会は、「１ 条例と各種計画、事業等

の整合性に関すること。」、「２ 条例の見直しに関すること。」、「３ 事業遂行等の改

善に関すること。」を担任事務としています。 

 本年度の審議会では、平成２９年７月１２日付け弘市政発第７１号により諮問を受

けた市政運営の「市民参加に関する取り組み」が市民からの意見を求める仕組みとし

て条例の内容に則したものとなっているかについて審議を行いました。 

 審議に当たっては、市が現在行っている市民から意見を求める取り組みのうち、代

表的な取り組みである「パブリックコメント」、市民、各種団体等の意見を直接聴取す

る「意見交換会等」、調停、審査、諮問、調査を行う「附属機関の運営」を取り上げま

した。 

 これらについて、下記の日程により、市の担当者から説明を受け、委員相互に意見

交換を行い、協議するという方法で進めたものであります。 

 

 ○第１回審議会 

  （開催日） 

   平成２９年７月１２日（水） 

  （内 容） 

   ・諮問 

   ・審議会の進め方について 

   ・平成２８年度答申に対する報告 

 

 ○第２回審議会 

  （開催日） 

   平成２９年８月９日（水） 

  （内 容） 

   ・審議 「附属機関の運営」 
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 ○第３回審議会 

  （開催日） 

   平成２９年９月１２日（火） 

  （内 容） 

   ・審議 「パブリックコメント」、「意見交換会等」 

 

 ○第４回審議会 

  （開催日） 

   平成２９年１１月１０日（金） 

  （内 容） 

   ・答申案の検討 

 

 ○第５回審議会 

  （開催日） 

   平成２９年１１月３０日（木） 

  （内 容） 

   ・答申案の承認 
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第２ 今年度審議した取り組みに係る弘前市協働によるまちづくり基本条例関連条文等 

条文 
関連する主な 

取り組み 

 （意見聴取手続） 

第２７条 執行機関は、重要な施策を決定するに当たって

は、その過程において広く市民の意見を聴取し、その結

果を公表するものとします。 

２ 執行機関は、前項の規定による意見聴取を行うときは、

職員が積極的に地域へ出掛けるなど、あらゆる方法を講

じるよう努めるとともに、その前提となる説明、質問の

内容等について、市民にとって分かりやすく行うものと

します。 

 

 （附属機関の運営） 

第２８条 執行機関は、附属機関の委員を選任するに当た

っては、市民参加を促進するとともに、公平性を確保す

るため、公募の実施、年齢及び性別の均衡等に配慮し、

多様な分野、幅広い年齢層から適切な人材を選任するも

のとします。 

２ 附属機関の会議は、運営の透明性を図るため、公開す

ることを原則としなければならないものとします。 

 

パブリックコメント 

 

 

意見交換会等 

 

 

 

 

 

附属機関の運営 
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第３ 市の取り組み 

 市の担当者から説明を受けた各取り組みの内容は、次のようなものでした。 

 

１．パブリックコメント 

 パブリックコメントは、市の重要な計画などを策定していく中で、その計画などの

素案を公表し、広く市民の皆さんに意見や情報を求め、提出された意見などを考慮し

て意思決定していくもので、「弘前市パブリックコメント実施要綱（以下「要綱」と

いう。）」に基づき、それぞれの計画などの担当課で実施しており、おおむね最終的

な意思決定前に行われることが多い状況です。 

 

(1) 公募方法 

  要綱では、提出期間はおおむね 1か月程度（やむを得ない事情がある場合は 15

日を限度に短縮できる特例があります。）とし、広報誌や市ホームページでの周知

や、窓口等において閲覧・配布などをし、意見募集を行うこととなっています。 

  平成 27年度は 18件、平成 28年度は 6件実施されていますが、そのほとんどが  

１か月に満たない提出期間となっている状況です。※13頁(1)参照 

  また、提出された意見の数は、0件となっている事案が多い一方で、150件と多く

の意見が寄せられたものもあります。※13頁(1)参照 

 

(2) 資料 

  要綱では、市民が施策の内容を十分理解できるよう、概要説明や関係資料を公表

することとしており、表やグラフ等も組み入れ、理解しやすいよう努めているもの

もありますが、公表資料のページ数が多いものや、概要説明が不足しているものも

あります。※13頁(1) 平成２８年度 概要説明の有無 参照 

 

(3) 結果公表 

  実施結果として、寄せられた意見の概要とそれに対する市の考えをホームページ

において公表するとともに、広報ひろさきに毎年１回、過去１年間の実績（対象事

案の名称、募集期間、意見等の件数、対象事案の修正の有無、担当課室）を公表し

ています。 

 

(4) その他の手法による意見聴取の実施 

  パブリックコメントの実施とともに、説明会等を実施して市民等への説明及び意

見の聴取等をしているものもあります。※13頁(1)参照  
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２．意見交換会等 

 近年の意見交換会等では、参加者が共通目標の達成に向け、課題や情報を共有し、

お互いの立場や多様な意見を尊重・理解し合いながら交流することにより、解決策や

提案をまとめていくワークショップ方式を取り入れる動きもみられます。今回はその

うち「Ｍｙひろさき創生市民会議」を具体例に意見交換会等に対する説明を受けまし

た。 

 Ｍｙひろさき創生市民会議は、弘前市経営計画の取り組み等を市民に周知するとと

もに、市民が主体となって、自分の（Ｍｙ）弘前、ふるさと弘前について、新たな「は

な」（価値、魅力、資源等）やまちづくりの方向性等について話し合う場として、経

営計画の大きな柱である「ひとづくり」「くらしづくり」「まちづくり」「なりわい

づくり」「戦略推進システム」を各回のテーマとして開催しました。 

 

(1) 募集方法及び参加状況 

  広報ひろさき、ホームページ、チラシ等により、高校生以上を対象に募集をし、

10歳代から 80歳代までの延べ 161人の参加がありました。※14頁(2)参照 

  参加しやすいように、全７回を通しての参加募集ではなく、各回随時に参加でき

るよう募集しました。回を重ねても積極的に参加された方がいた一方で、回が進む

につれて参加人数が減るという結果となりました。 

 

(2) 当日の進行 

  当日は、弘前市経営計画の取り組みについて、テーマに関連した団体の活動紹介、

グループワークの進め方等の資料を用意しました。 

  各回、テーマに関連した活動を行っている団体の活動紹介に続き、参加者がワー

クショップ形式において意見を出し合う形で進めたもので、全体の進行は、ひろさ

き未来戦略研究センター職員が担当し、各グループにファシリテーター養成講座の

受講生を配置し、グループ内の進行や調整などを務めていただきました。 

 

(3) 結果公表 

  ホームページ上で会議の様子やまとめ（会議内容を分かりやすく図示したもの）

を掲載しているほか、当日の模様を動画サイトで公開しました。また、会議でいた

だいた意見・提言は、市内全地区及び各種団体と開催した「新しい総合計画策定の

ための意見交換会」でいただいた意見、アンケート・モニター調査の結果とともに

次期弘前市総合計画において掲載する予定です。  
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３．附属機関の運営 

 附属機関は、調停、審査、諮問、調査を行うため、地方自治法第 138条の 4第 3項

の規定に基づき、法律又は条例の規定により設置され、市民との協働による行政運営

を推進し、市政の公正の確保及び透明性の向上を図っているものです。現在、市では、

63の附属機関が設置されています。※15頁(3)、16頁(4)参照 

 附属機関の運営は、「弘前市附属機関の設置及び運営に関する指針（以下「指針」

という。）」及び附属機関ごとに制定されている運営規則等に基づいて行われていま

す。 

 

(1) 委員の構成 

  委員の選任に当たっては、指針に基づき多様な分野及び幅広い年齢層並びに男女

比に留意するため、各種団体に推薦を依頼するときは、依頼先を委員の任期ごとに

検討したり、団体の代表にとらわれず推薦してもらうほか、公募による委員の選任

も行うなど、偏りのない委員構成となるよう努めていますが、多くの審議会におい

て女性の比率が指針に示す 40％以上に届かない状況が続いています。※15頁(3)、

16頁(5)参照 

 

(2) 委員の公募 

  附属機関の委員は一部を公募により選任することとしており、指針のほか「弘前

市附属機関の委員の公募実施要領（以下「要領」という。）」に基づいて公募をし

ています。 

  その際は、所管課が公募する委員数を決定し、広報ひろさき及び市ホームページ

等で周知をし、選任に当たっては、委員全体の年齢・性別構成の均衡が図られるよ

う配慮しています。 

 

(3) 公開 

  会議は原則公開となっていますが、会議の公開に関する周知は、積極的に行われ

ているとは言えない状況です。※15頁(3)参照 

  一方、会議における審議内容については、所管課に備えつけるとともに、市ホー

ムページに掲載するなど、積極的に行われています。 
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第４ 取り組み内容の評価及び条例の見直しについて 

 

１．取り組みの評価について 

 今年度の諮問内容について審議した結果、対象となる取り組みについては、パブリ

ックコメントでの意見提出期間や附属機関の委員選任の取り組みなどにおいて、一部

改善すべき点は見受けられるものの、おおむね条例の趣旨に沿って行われていると評

価します。 

 

２．条例の見直しについて 

 今年度の審議に関連する条例の各条文（※）については、見直しが必要とされる箇

所は特に認められませんでした。 

 ※ 第 27条（意見聴取手続）、第 28条（附属機関の運営） 

 

 

 

 

 

【写真】審議の様子 
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第５ 改善に向けた提案 

 第４で述べたとおり、市民から意見を求める取り組みについては、おおむね条例の

趣旨に沿って行われていると思われますが、これまで以上に内容の充実を図るため、

下記の諸点を提案します。 

 

１．パブリックコメントへの提案 

(1) 【要綱の遵守】 

  ア 対象となる計画案等をそのまま掲載するだけではなく、簡潔で分かりやすい

説明資料を添付すること。 

  イ 原則１か月程度とされている提出期間を確保することを前提とした日程調整

を行うこと。 

  ウ 上記以外の項目についても、要綱に記載されている内容を遵守すること。 

 

(2) 【周知方法の工夫】 

  ア 市民が「パブリックコメント」という言葉自体に馴染みがないと考えられる

ことから、「パブリックコメント」という表記だけではなく、簡潔で分かりやす

い説明を加え、意見を求めているという意図が市民に伝わるよう表現を工夫す

ること。 

  イ 市民があらかじめパブリックコメントを実施する施策を把握できるように、

年度初めに実施予定案件の一覧を広報紙で公表するとともに、パブリックコメ

ント制度の説明や応募を促す内容も併せて掲載すること。 

  ウ 施策やその説明において使用されている専門用語やカタカナ語、アルファベ

ット表記などには、一般には分かりづらいものもあることから、分かりやすい

言葉への言い換えや、注釈を添えること。 

 

(3) 【意見提出を促す工夫】 

  ア パブリックコメントを実施する際には、市として特に意見を出して欲しい部

分を具体的に市民に示すなど、意見を出しやすい聞き方について検討すること。 

  イ 公募により寄せられた意見がどのように反映されたのかについて、具体的に

その内容を公表すること。 
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２．意見交換会等への提案 

(1) 【事前の情報提供】 

  参加者が事前に意見交換会の目的や趣旨を理解してから臨めるよう、実施目的や

趣旨、対象となる施策に関する情報を記載した分かりやすい資料を事前に提供する

こと。 

 

(2) 【参加を促す工夫】 

  ア 想定している対象者が参加しやすいように開催場所や時間帯を設定すること。 

  イ 出された意見がどのように反映されたのかについて、具体的にその内容を公

表すること。 

 

(3) 【団体への参加呼びかけ】 

  ア 開催目的に沿った参加団体を広く集めるため、担当課のみで参加団体を判断

するのではなく、必要に応じて事前に関係者への聞き取りを行うこと。 

  イ 次世代を担う大学生・高校生などの若い世代の参加を教育機関等に対して積

極的に働きかけること。 

 

(4) 【意見を引き出す工夫】 

  ア ワークショップ方式によって実施する際には、ファシリテーション（話の流

れの整理、合意形成や相互理解のサポート）に関する知識や経験を有する市民

及び市職員を積極的に配置すること。 

  イ アに掲げる人を配置する場合は、意見交換会等の実施目的や対象となる施策、

役割分担などについて事前に情報共有を図り、十分に準備を行った上で運営す

ること。 

  ウ 職員研修にファシリテーション能力の向上を目的とする講座を取り入れるな

ど、意見交換会等における市職員の企画及び運営能力の向上に努めること。 
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３．附属機関の運営への提案 

(1) 【公募の応募者資格の見直し】 

  委員の公募にあたっては、応募要件を要領において「本市の区域内に住所を有す

る者」としているが、各附属機関の審議内容を踏まえた上で、条例において連携を

図ることとしている市内に通勤・通学している人にもその対象を広げることを検討

すること。 

 

(2) 【女性委員比率に対する検討】 

  ア 推薦を求める団体に女性が少ない現状もあることから、女性が活躍している

団体を把握したり、活躍する女性を増やす男女共同参画に係る取り組みを推進

するなどし、附属機関への女性の参画を促進すること。 

  イ 委員の選任において、女性委員比率を高めることは必要であるが、女性であ

ることのみを優先するのではなく、附属機関の設置目的に沿う人物を選任する

よう配慮すること。 

 

(3) 【公開に対する取り組みの改善】 

  ア 指針において会議を公開することが原則となっていることを認識すること。 

  イ 積極的に、公開する旨を事前周知すること。 

  ウ 会議当日には、会場（玄関及び会議室）入口に公開されている会議であるこ

との表示や席を設ける等の工夫をすること。 

 

(4) 【参加を促す取り組み】 

  ア 各種団体に対して委員の推薦を求める場合は、被推薦者を団体の代表者に限

定せず、当該附属機関の委員として適任である者を推薦してもらうなどの柔軟

な対応を一層進めること。 

  イ 委員が希望する場合は、勤務時間中に会議へ出席しやすくなるよう、所属す

る企業や団体等に対して当該委員の出席を依頼するなどの配慮をすること。 

  ウ 各種パートナー企業及び認定企業等に対し、従業員などに公募委員に応募す

るよう促してもらう働きかけをすること。（※17頁(6)、18頁(7)から21頁参照） 
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第６ 資料 

１．弘前市協働によるまちづくり推進審議会委員名簿 

（敬称略） 

氏名 所属等 

第１号委員 知識経験のある者 

 松本 大 弘前大学教育学部 准教授 

○生島 美和 弘前学院大学文学部 准教授 

第２号委員 公共的団体等の推薦を受けた者 

 舘田 トモ子 中南地域ＶｉＣ・ウーマンの会 

 前田 賢治 弘前商工会議所 副会頭 

 小山 三千雄 弘前市町会連合会 副会長 

 鹿内 葵 特定非営利活動法人スポネット弘前 理事長 

 鴻野 孝典 弘前市社会教育協議会 副会長 

 安田 昭弘 
社会福祉法人弘前市社会福祉協議会 

            事務局次長兼岩木支部長 

 藤田 礼美 弘前市消防団 本部付分団長 

 八木橋 喜代治 ひろさき健幸増進リーダー会 会長 

 斎藤 明子 弘前市食生活改善推進員会 会長 

第３号委員 公募による市民 

 久保田 勝二 公募委員 

 小野 智憲 公募委員 

第４号委員 その他市長が必要と認める者 

◎佐藤 三三 
元弘前市自治基本条例市民検討委員会委員長 

弘前大学 名誉教授 

 村上 早紀子 
元弘前市自治基本条例市民検討委員会委員 

弘前大学大学院 地域社会研究科客員研究員 

※◎＝会長、○＝会長職務代理者 

※任期は３年 
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２．諮問書 
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３．参考資料 

(1)パブリックコメント実施状況 

 平成２８年度 

案件名 
提出 
期間 

提出 
意見数 

概要説明
の有無 

説明会等の実施 

弘前市地域公共交通網形成計画（素案） 16 日 0 件 有 関係機関意見交換等 

弘前市新型インフルエンザ等対策行動計画（案） 16 日 0 件 無 関係機関意見交換等 

弘前市立地適正化計画（素案） 21 日 1 件 有 市民向け説明会等 

第２次弘前圏域定住自立圏共生ビジョン（案） 20 日 0 件 無  

ひろさきライフ・イノベーション戦略（案） 20 日 0 件 無 関係機関意見交換等 

弘前型スマートシティ構想（改訂案） 16 日 0 件 無 関係機関意見交換等 

６件実施 1 件   

 平成２７年度 

案件名 
提出 
期間 

提出 
意見数 

弘南鉄道大鰐線中央弘前駅前広場周辺利活用計画（案） 15 日 5 件 

弘前市立小・中学校の教育改革に関する基本方針（案） 22 日 3 件 

弘前市議会「政務活動費の手引き」（素案） 20 日 12 件 

弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案） 15 日 1 件 

新市建設計画改訂（案） 15 日 0 件 

弘前市公共施設等総合管理計画（案） 19 日 0 件 

弘前市地区計画区域建築物制限条例の一部改正（案） 15 日 0 件 

弘前市中心市街地活性化基本計画（案） 20 日 0 件 

弘前市旧相馬村区域過疎地域自立促進計画（案） 15 日 0 件 

弘前市障がい者計画（素案） 15 日 1 件 

弘前市男女共同参画プラン改訂（案） 15 日 9 件 

弘前市食育推進計画（案） 15 日 0 件 

弘前市歴史的風致維持向上計画（変更案） 15 日 0 件 

弘前市たばこの健康被害防止対策の指針（案） 15 日 150件 

弘前市一般廃棄物処理基本計画（案） 15 日 0 件 

（仮称）吉野町文化交流拠点の整備方針（案） 15 日 8 件 

弘前版生涯活躍のまち構想（案） 15 日 2 件 

弘前市立地適正化計画（都市機能誘導区域及び誘導施設の設定）（素案） 16 日 0 件 

１８件実施 191件 
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(2) 平成２８年度Ｍｙひろさき創生市民会議開催状況 

開催日 会議テーマ グループワークテーマ 市民ゲストスピーカー 
参加者数 

（合計161人） 

第１回 

7 月 30日 
経営計画って？ 

弘前の「好きなところ」と 

「もう一歩のところ」 
― 35 人 

第２回 

8 月 27日 

こんな弘前になっ

たらいいな！ 

こんな弘前になったらい

いな！ 
― 33 人 

第３回 

10月 8日 

分野「ひとづくり」

について 

「ひとづくり」での新たな 

『はな』は？ 

①鹿内 葵さん（NPO法人スポ

ネット弘前理事長） 

②境 江利子さん（あんよ・せ

らぴー共育研究会会長、スマー

トフットワーク代表） 

37 人 

第４回 

10月 22日 

分野「くらしづく

り」について 

「くらしづくり」での新た

な『はな』は？ 

八木橋 喜代治さん（ひろさき

健幸増進リーダー会会長） 
16 人 

第５回 

2 月 26日 

分野「まちづくり・

なりわいづくり」 

について（前半） 

「まちづくり・なりわいづ

くり」での新たな『はな』

は？（前半） 

①葛西 ひろみさん（前川國男

の建物を大切にする会代表） 

②千葉 賢二さん（弘前市英会

話サークル Globish 代表） 

15 人 

第６回 

3 月 11日 

分野「まちづくり・

なりわいづくり」 

について（後半） 

「まちづくり・なりわいづ

くり」での新たな『はな』

は？（後半） 

相馬 勝さん（弘前市防災マイ

スター連絡会会長） 
11 人 

第７回 

3 月 26日 

オール弘前体制で

のまちづくり！ 

『オール弘前体制』でまち

づくりを進めるための新

たな『はな』は？ 

― 14 人 
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(3) 委員選任済の附属機関一覧（全６３附属機関中、委員選任済は４９附属機関） 

 
附属機関名 委員数 女性委員 

公募 
委員 

会議公開状況 
会議開
催周知 

1 弘前市総合計画審議会 24 人 4 人 16.7% 3 人 公開 ○ 
2 弘前圏域定住自立圏共生ビジョン懇談会 20 人 3 人 15.0% 3 人 公開 ○ 
3 弘前市第三セクター評価委員会 4 人 1 人 25.0% - 公開 ○ 
4 弘前市指定管理者選定等審議会 5 人 1 人 20.0% - 非公開 - 
5 弘前市公務災害補償等認定委員会 5 人 1 人 20.0% - 非公開 - 
6 弘前市情報公開・個人情報保護審査会 5 人 2 人 40.0% - 非公開 - 
7 弘前市行政不服審査会 3 人 0 人 0.0% - 非公開 - 
8 弘前市防災会議 36 人 3 人 8.3% - 公開 ○ 
9 弘前市国民保護協議会 35 人 4 人 11.4% - 未開催 - 
10 弘前市営住宅運営委員会 9 人 4 人 44.4% - 非公開 - 
11 弘前市協働によるまちづくり推進審議会 15 人 5 人 33.3% 2 人 公開 ○ 
12 弘前市まちづくり１％システム審査委員会 15 人 5 人 33.3% 4 人 公開 ○ 
13 弘前市男女共同参画プラン懇話会 5 人 3 人 60.0% 1 人 公開 ○ 
14 弘前市スポーツ推進審議会 10 人 3 人 30.0% 2 人 公開（一部非公開） ○ 
15 弘前市民生委員推薦会 10 人 3 人 30.0% - 非公開 - 
16 弘前市社会福祉問題対策協議会 14 人 5 人 35.7% 2 人 公開 ○ 
17 弘前市成年後見支援協議会 9 人 1 人 11.1% - 公開 ○ 
18 弘前市地域自立支援協議会 21 人 3 人 14.3% - 公開 ○ 
19 弘前市子ども・子育て会議 14 人 6 人 42.9% 2 人 公開 ○ 
20 弘前市少年相談センター運営協議会 18 人 4 人 22.2% - 非公開 - 
21 弘前市養護老人ホーム入所判定会議 5 人 1 人 20.0% - 非公開 - 
22 弘前市認知症初期集中支援チーム検討委員会 13 人 1 人 7.7% 1 人 公開 ○ 
23 弘前市国民健康保険運営協議会 15 人 3 人 20.0% 2 人 公開 ○ 
24 弘前市たばこの健康被害防止対策協議会 12 人 2 人 16.7% 2 人 公開 ○ 
25 弘前市農業委員会委員選考委員会 9 人 2 人 22.2% 2 人 非公開 - 
26 弘前市建築審査会 5 人 1 人 20.0% - 公開（一部非公開） ○ 
27 弘前市景観審議会 14 人 1 人 7.1% 3 人 公開 ○ 
28 弘前広域都市計画事業弘前駅前北地区土地区画整理審議会 9 人 0 人 0.0% - 非公開 - 
29 弘前市都市公園管理審議会 14 人 5 人 35.7% 2 人 公開 × 
30 弘前市みどりの審議会 11 人 4 人 36.4% - 公開 × 
31 弘前城跡本丸石垣修理委員会 10 人 0 人 0.0% - 公開 × 
32 弘前城跡本丸石垣発掘調査委員会 5 人 0 人 0.0% - 公開 × 
33 弘前城跡整備指導委員会 7 人 0 人 0.0% - 非公開 - 
34 弘前市廃棄物減量等推進審議会 16 人 6 人 37.5% 4 人 公開 ○ 
35 弘前市吉野町瓦倉庫・緑地整備検討委員会 15 人 2 人 13.3% 2 人 公開 × 
36 弘前市上下水道事業経営審議会 8 人 3 人 37.5% 2 人 公開 ○ 
37 弘前市立病院運営審議会 7 人 1 人 14.3% 1 人 公開 ○ 
38 ひろさき教育創生市民会議 32 人 10 人 31.3% 4 人 公開 ○ 
39 弘前市いじめ防止等対策審議会 5 人 1 人 20.0% - 非公開 - 
40 弘前市教育支援委員会 17 人 7 人 41.2% - 非公開 - 
41 弘前市社会教育委員 10 人 4 人 40.0% 2 人 公開 × 
42 弘前市立図書館協議会 9 人 7 人 77.8% 2 人 公開 × 
43 弘前市立博物館協議会 10 人 4 人 40.0% 2 人 公開 × 
44 弘前市立郷土文学館運営委員会 5 人 1 人 20.0% 1 人 公開 × 
45 弘前市文化財審議委員 8 人 1 人 12.5% - 非公開 - 
46 弘前市伝統的建造物群保存地区保存審議会 11 人 2 人 18.2% - 非公開 - 
47 史跡津軽氏城跡堀越城跡整備指導委員会 11 人 1 人 9.1% - 非公開 - 
48 史跡大森勝山遺跡整備指導委員会 5 人 0 人 0.0% - 非公開 - 
49 弘前市農地利用最適化推進委員選考委員会 13 人 0 人 0.0% 1 人 公開 × 

※平成２９年７月２５日現在 
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(4) 委員未選任の附属機関一覧（全６３附属機関中、委員未選任は１４附属機関） 

 
附属機関名 

1 弘前市名誉市民選考委員会 

2 弘前市特別職報酬等審議会 

3 弘前市退職手当審査会 

4 弘前市公務災害補償等審査会 

5 弘前市いじめ問題再調査委員会 

6 弘前市高齢者福祉計画・介護保険事業計画審議会 

7 弘前市福祉有償運送運営協議会 

8 弘前市予防接種健康被害調査委員会 

9 弘前市都市計画審議会 

10 弘前市都市計画マスタープラン検討会議 

11 弘前市歴史的風致維持向上計画推進協議会 

12 弘前市生活環境保全審議会 

13 弘前市立小・中学校通学区域改編協議会 

14 弘前市学校給食審議会 

※平成２９年７月２５日現在 

 これら委員未選任の附属機関は、それぞれの担当事案が発生したときに委員が選任されます 

 

(5) 附属機関女性委員比率の推移 

 
※平成２９年７月２５日現在 

 

  

23.3 23.4 23.8 22.3 

0

10

20

30

40

H26 H27 H28 H29

附属機関女性委員比率の推移（％） 



 

17 

(6) ひろさき地方創生パートナー企業制度 

 平成 27年 9月に策定した弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進にあたり、

社会情勢の変化、多様化する市民ニーズ等に迅速に対応し、人口減少の抑制と地域経

済の維持・成長につなげるため、様々なノウハウやアイデアを有する民間企業や NPO

等と市が連携して同一の目的に向かって取り組み、市民により有益なサービスを提供

するための取り組みです。 

 

締結企業名 

有限会社丸一石油商会 

株式会社日本アクセス 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

スカパーJSAT株式会社 

株式会社楽天野球団 

KNT-CTホールディングス株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

NTTコミュニケーションズ株式会社 

株式会社リゲイン 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

        ※平成２９年１１月３０日現在 
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(7) 人口減少対策に係る企業認定制度 

 市の課題である人口減少問題に対応するため、市外からの移住、社員等の子育て支

援や健康づくり、女性が働きやすい環境づくりに積極的に取り組む企業等を認定する

もので、現在４つの部門があります。 

 

弘前市移住応援企業 

 首都圏などをはじめとした他地域からの移住および観光や二地域居住といった交流

を促進し、地域の活性化に積極的に取り組む企業等。 

認定番号 認定企業名 認定番号 認定企業名 

1 株式会社コンシス 24 株式会社日善電気 

2 株式会社東邦設備工業所 25 城東電気株式会社 

3 株式会社共同設備 26 株式会社クリンテック 

4 阿保設備工業株式会社 27 株式会社永澤興業 

5 株式会社岩木水道 28 NPO法人弘前 Jスポーツプロジェクト 

6 株式会社高橋設備工業所 29 株式会社弘新建設 

7 和電工業株式会社 30 NPO法人スポネット弘前 

8 株式会社東管サービス 31 株式会社南建設 

9 張山電氣株式会社 32 株式会社村上組 

10 共立設備工業株式会社 33 丸勘建設株式会社 

11 株式会社バリューHR 弘前データセンター、弘前カスタマーサポートセンター 34 株式会社小山田建設 

12 株式会社弘前水道 35 株式会社前山組 

13 東弘電機株式会社 36 株式会社相馬土木 

14 株式会社石豊建設 37 嶽開発株式会社 

15 株式会社佐藤惣建設 38 株式会社マル長 

16 株式会社大伸管工業所 39 社会福祉法人愛成会 

17 弘鉄電気工事株式会社 40 有限会社アムスカンパニー 

18 興産設備工業株式会社 41 富士建設株式会社 

19 アサヒ建設株式会社 42 株式会社兼建興業 

20 有限会社丸二建設 43 弘前ガス株式会社 

21 猪股建設株式会社 44 株式会社旭組 

22 株式会社弘都電気 45 吉川建設株式会社 

23 鎌田設備工業株式会社   

※平成２９年１１月３０日現在 
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ひろさき健やか企業 

 従業員が働きやすい職場環境を整え、健康寿命の延伸を図るため、積極的に健康づ

くりに取り組む企業等。 

認定番号 認定企業名 認定番号 認定企業名 

1 弘果弘前中央青果株式会社 31 株式会社東邦設備工業所 

2 株式会社ひろさき元気会計 32 株式会社前山組 

3 株式会社オアシス 33 阿保設備工業株式会社 

4 株式会社大伸管工業所 34 興産設備工業株式会社 

5 和電工業株式会社 35 株式会社共同設備 

6 アップルウェーブ株式会社 36 弘鉄電気工事株式会社 

7 株式会社大成コンサル 37 株式会社マル長 

8 津軽警備保障株式会社 38 富士建設株式会社 

12 株式会社タムロン生産本部 39 共立設備工業株式会社 

16 株式会社永澤興業 40 株式会社工藤工務所 

17 株式会社日善電気 41 株式会社南建設 

18 鎌田設備工業株式会社 42 株式会社セーフティロード 

19 株式会社弘都電気 43 フラワー観光株式会社 

20 張山電氣株式会社 44 株式会社長谷川建設 

21 株式会社東管サービス 45 藤村機器株式会社 

22 株式会社弘前水道 46 嶽開発株式会社 

23 株式会社弘新建設 47 株式会社相馬土木 

24 城東電気株式会社 48 株式会社セーフティテック 

25 東弘電機株式会社 49 株式会社兼建興業 

26 丸勘建設株式会社 50 株式会社小山田建設 

27 株式会社佐藤惣建設 51 株式会社堀江組 

28 株式会社村上組 52 株式会社旭組 

29 猪股建設株式会社 53 弘前ガス株式会社 

30 アサヒ建設株式会社 54 株式会社ビジネスサービス弘前支店 

※平成２９年１１月３０日現在 
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弘前市子育て応援企業 

 仕事と子育てを両立できるような職場環境づくりや、地域での子育て支援活動に積

極的に取り組む企業等。 

認定番号 認定企業名 認定番号 認定企業名 

1 医療法人クロース・トゥ・ユーＥＳＴクリニック 24 猪股建設株式会社 

2 和電工業株式会社 25 城東電気株式会社 

3 社会福祉法人千年会 26 株式会社共同設備 

4 社会福祉法人弘友会 27 株式会社マルノ建築設計 

5 津軽警備保障株式会社 28 株式会社日善電気 

6 弘鉄電気工事株式会社 29 鎌田設備工業株式会社 

7 株式会社東管サービス 30 株式会社永澤興業 

8 張山電氣株式会社 31 株式会社弘都電気 

9 嶽開発株式会社 32 株式会社弘新建設 

10 興産設備工業株式会社 33 共立設備工業株式会社 

11 株式会社南建設 34 株式会社クリンテック 

12 株式会社中三（認定店：弘前店） 35 株式会社 I・M・S 

13 株式会社デンユウ 36 株式会社旭組 

14 株式会社佐藤惣建設 37 丸勘建設株式会社 

15 株式会社前山組 38 株式会社工藤工務所 

16 株式会社東邦設備工業所 39 株式会社小山田建設 

17 アサヒ建設株式会社 40 株式会社相馬土木 

18 吉川建設株式会社 41 富士建設株式会社 

19 株式会社大伸管工業所 42 株式会社セーフティテック 

20 東弘電機株式会社 43 一般財団法人愛成会 

21 株式会社マル長 44 弘前ガス株式会社 

22 有限会社丸二建設 45 北村技術株式会社 

23 株式会社弘前水道   

※平成２９年１１月３０日現在 
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弘前市女性活躍推進企業 

 女性の職業生活における活躍を推進するため、女性の雇用環境の改善に向けた自主

的な取り組みを実施している企業等。 

認定番号 認定企業名 認定番号 認定企業名 

1 株式会社 I・M・S 18 株式会社永澤興業 

2 有限会社ジュエリーかまた 19 鎌田設備工業株式会社 

3 株式会社テクニカル 20 株式会社東管サービス 

4 株式会社東邦設備工業所 21 株式会社相馬土木 

5 張山電氣株式会社 22 興産設備工業株式会社 

6 北村技術株式会社 23 嶽開発株式会社 

7 城東電気株式会社 24 株式会社日本政策金融公庫弘前支店 

8 株式会社弘都電気 25 弘鉄電気工事株式会社 

9 和電工業株式会社 26 株式会社小山田建設 

10 株式会社佐藤惣建設 27 株式会社共同設備 

11 アサヒ建設株式会社 28 共立設備工業株式会社 

12 株式会社弘前水道 29 富士建設株式会社 

13 株式会社日善電気 30 弘前ガス株式会社 

14 有限会社丸二建設 31 株式会社大伸管工業所 

15 東弘電機株式会社 32 阿保設備工業株式会社 

16 猪股建設株式会社 33 株式会社村上組 

17 株式会社マル長   

※平成２９年１１月３０日現在 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘前市協働によるまちづくり基本条例に基づく 

市の事業等の審議について（答申） 

 
平成２９年１２月 

 
作成 弘前市協働によるまちづくり推進審議会 

問い合わせ先 

〒036-8551 弘前市大字上白銀町１番地１ 

弘前市 市民文化スポーツ部 市民協働政策課 市民協働係 

電 話 ０１７２－４０－７１０８（直通） 

ＦＡＸ ０１７２－３５－７９５６ 

Ｅメールアドレス shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp 


